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No. 案　件　名　称 委託種目 契約の相手方
契約金額
（税込）

契約日 根拠法令
随意契約理由

（随意契約理由番号） ＷＴＯ

1
大阪市生野区役所行政
キオスク端末の案内等
業務委託

その他 株式会社パソナ 4,499,000 令和6年12月2日
地方自治法施行令167条の
２第１項第２号

G4 -

2
生野区役所地下駐車場
管制設備修繕

その他
日信電子サービス
株式会社

5,060,000 令和6年12月19日
地方自治法施行令167条の
２第１項第２号

G4 -

生野区役所発注の業務委託契約案件における随意契約（特名随意契約）の結果について（少額随意契約を除く）

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf


№１ 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

  大阪市生野区役所行政キオスク端末の案内等業務委託 

 

２ 契約の相手方 

  株式会社パソナ 

 

３ 随意契約理由 

令和７年２月より生野区役所の住民情報待合に証明書交付対応の行政キオスク端末を設置し、全国

のコンビニエンスストアにおける証明書の発行を市民に体験いただき、理解や利用を広めコンビニエ

ンスストアでの証明書の取得を促進し、証明書発行窓口での市民の待ち時間の短縮や混雑緩和をめざ

す。今般、上記機器の案内員１名を新たに配置し、市民の利用を補助促進する。 

一方、生野区役所では、大阪市における「民間にできることは民間に委ねる」という考え方のも

と、市民サービスの向上と効率的な業務運営に向けて、証明書発行や届出処理業務を含む、住民情報

に関する窓口業務（窓口処理業務・郵送等処理業務）、手数料の徴収・収納業務、その他関連業務につ

いて「生野区役所住民情報業務等委託（以下、「本件窓口業務委託」という。）」として、公募型プロポ

ーザル方式により事業者選定のうえ業務委託を行っている。 

 今回の行政キオスク端末の設置により、証明書発行について、窓口での発行に加え、行政キオスク

端末での発行が可能となるが、行政キオスク端末で発行できる証明書の種類が限定される点や各種法

令等に基づき無料交付が可能な場合は行政キオスク端末で対応ができない点等の各種条件を踏まえ

て、市民の方の手続き内容や証明したい内容を確認したうえで、窓口または行政キオスク端末のどち

らで取得いただくのが市民にとって最適かについて都度判断する必要がある。行政キオスク端末案内

業務は、上記判断を本件窓口業務委託による窓口従事者と本契約による案内員が密接に連携して行

い、最適な取得手段へ市民を円滑につなぐためのものである。 

行政キオスク端末の金銭管理業務については、地方自治法に定められる収納受託事業者である本件

窓口業務委託の受託事業者が既に行っている窓口の収納業務とあわせて、行政キオスク端末の収納業

務を行うことで業務運営の効率化につながるものである。 

いずれの業務も、本件窓口業務委託の受託事業者が行う業務と一体的に業務を行わなければ、求め

る目的を達成することができず、分離して実施することが著しく困難（密接不可分）な業務であり、

同一業者以外の者に履行させた場合、責任の所在が不明確になるなど、著しい支障を生じる恐れがあ

り、市民にも混乱や不利益を生じさせる恐れがある。 

以上の理由から、地方自治法施行令 167 条の２第１項第２号により同社と特名随意契約を締結する。 

 

４ 根拠法令 

  地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

  大阪市生野区役所窓口サービス課（住民情報）（電話番号 06-6715-9963） 



№２ 

 

随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

  生野区役所地下駐車場管制設備修繕 

 

２ 契約の相手方 

  日信電子サービス株式会社 

 

３ 随意契約理由 

本修繕は、生野区役所地下駐車場の管制設備のうち、経年劣化により頻繁に不具合が

生じている精算機及び発券機の取替修繕を行うものである。 

本設備は、日本信号（株）が設計・製作を行ったもので、既設設備に適合する機器を

製作できるのは同社のみであり、他社製品との互換性がないため、同社が保有する機器

及び専門の知識・技術が不可欠である。 

  また、同一業者以外に修繕させた場合、既存部分等の使用においてトラブルが生じた際

の責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じる恐れがある。 

 

以上のことから、本修繕を実施できるのは、製作会社である日本信号（株）よりメン

テナンス業務を移管されている日信電子サービス（株）西日本支社のみであり、上記業

者と随意契約を締結する。 

 

４ 根拠法令 

  地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号 

 

５ 担当部署 

  大阪市生野区役所企画総務課（電話番号 06-6715-9625） 

 


